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(57)【要約】
【課題】簡易な構成により蓄光材全体を均一に蓄光させ
る照明装置を提供する。
【解決手段】直方体状の筐体と、筐体の内部側面に配設
され、所定の電力に基づいて点発光する発光体と、筐体
の正面及び背面の少なくとも一方に配設され、発光体か
ら発せられた光を蓄光する平板状の蓄光材と、筐体の内
部に配設され、発光体から発せられた光を蓄光板に照射
させるための反射板と、筐体の内部において発光体と蓄
光材の側端との間に配設され、発光体から発せられた光
を遮光する遮光板とを有する照明装置。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直方体状の筐体と、
　前記筐体の内部側面に配設され、所定の電力に基づいて点発光する発光体と、
　前記筐体の正面及び背面の少なくとも一方に配設され、前記発光体から発せられた光を
蓄光する平板状の蓄光材と、
　前記筐体の内部に配設され、前記発光体から発せられた光を前記蓄光板に照射させるた
めの反射板と、
　前記筐体の内部において前記発光体と前記蓄光材の側端との間に配設され、前記発光体
から発せられた光を遮光する遮光板と、
　を有することを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記発光体は、前記筐体の内部側面のうちの一方の側面に配設され、
　前記蓄光材は、前記筐体の正面に配設され、
　前記反射板は、前記一方の側面の背面端から、他方の側面の正面端に向って配設される
ことを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記発光体は、前記筐体の内部側面のうちの両方の側面に配設され、
　前記蓄光材は、前記筐体の正面及び背面に配設され、
　前記反射板は、前記内部側面のうちの一方の側面の背面端から、他方の側面の正面端に
向って配設されることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記発光体は、前記筐体の内部側面のうちの両方の側面に配設され、
　前記蓄光材は、前記筐体の正面に配設され、
　前記反射板は、前記両方の側面の背面端から側面間中央に向かうほど前記蓄光材との距
離が近くなる凸形状に構成されることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光源から発せられる光を蓄光材に蓄光することによって、停電時等における照明
能力を確保する技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１には、エレベータの乗りかご内に設置するエレベータの照明装置であって、
乗りかご内の天井に配置させる光源と、この光源からの光を受光し、乗りかご内に反射さ
せる反射部材と、光源と反射部材を支持するフレームを備え、反射部材に光源からの光を
蓄光する蓄光材を塗布させた照明装置に係る技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１２４１７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記の特許文献１に開示された技術は、蛍光灯やＬＥＤ（Light Emitting D
iode）から発せられる光を、反射部材に塗布させた蓄光材に蓄光するものである。しかし
ながら、特にＬＥＤを利用する場合、ＬＥＤから発せられる光を蓄光材全体に均一に蓄光
するためにはアクリル板に印刷するドットパターンの形態を最適化する等必要があり、複
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雑なものとなっていた。
【０００６】
　本発明は、上記のような事情に鑑みてなされたものであって、簡易な構成により蓄光材
全体を均一に蓄光させる照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る照明装置は、直方体状の筐体と、前記筐体
の内部側面に配設され、所定の起電力に基づいて点発光する発光体と、前記筐体の正面及
び背面の少なくとも一方に配設され、前記発光体から発せられた光を蓄光する平板状の蓄
光材と、前記筐体の内部に配設され、前記発光体から発せられた光を前記蓄光板に照射さ
せるための反射板と、前記筐体の内部において前記発光体と前記蓄光材の側端との間に配
設され、前記発光体から発せられた光を遮光する遮光板と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　また上記の目的を達成するために、前記発光体は、前記筐体の内部側面のうちの一方の
側面に配設され、前記蓄光材は、前記筐体の正面に配設され、前記反射板は、前記一方の
側面の背面端から、他方の側面の正面端に向って配設されることを特徴とする。
【０００９】
　また上記の目的を達成するために、前記発光体は、前記筐体の内部側面のうちの両方の
側面に配設され、前記蓄光材は、前記筐体の正面及び背面に配設され、前記反射板は、前
記内部側面のうちの一方の側面の背面端から、他方の側面の正面端に向って配設されるこ
とを特徴とする。
【００１０】
　また上記の目的を達成するために、前記発光体は、前記筐体の内部側面のうちの両方の
側面に配設され、前記蓄光材は、前記筐体の正面に配設され、前記反射板は、前記両方の
側面の背面端から側面間中央に向かうほど前記蓄光材との距離が近くなる凸形状に構成さ
れることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、簡易な構成により蓄光材全体を均一に蓄光させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態に係る照明装置の一例を示す概略外観図である。
【図２】本実施形態に係る照明装置の断面の一例を示す図である。
【図３】本実施形態に係る照明装置の第１変形例を示す図である。
【図４】本実施形態に係る照明装置の第２変形例を示す図である。
【図５】本実施形態に係る照明装置の他の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００１４】
　［照明装置の外観］
　図１は、本実施形態に係る照明装置の一例を示す概略外観図である。
【００１５】
　図１に示す照明装置１は、太陽電池２、筐体３、蓄光板４、上面カバー５、制御用筐体
６を有する外観構成である。この照明装置１は、不図示の支柱を介して地面に取付けられ
たり、電柱に取付けられたりする。
【００１６】
　太陽電池２は、光起電力効果を利用し、自然光（太陽光）を受光して光電変換により直
接電力に変換する電力機器である。この太陽電池２は、約５度～１０度傾斜させた筐体３
の天面に配設される。天面を傾斜させているのは、雨天時に太陽電池２の上面に付着した
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水滴が太陽電池２の上面からこぼれ落ちずに太陽電池２の起電効率が低下するのを抑制す
るためである。この太陽電池２の起電力は、制御用筐体６に収納される蓄電装置（不図示
）に蓄えられる。
【００１７】
　筐体３は、直方体状の筐体である。この筐体３の正面（又は、正面及び背面）には蓄光
板４が嵌め込まれ、さらに蓄光板４の上面には上面カバー５が覆設される。この筐体３の
内部には、発光体１１、反射板１２、遮光板１３等が配設される。筐体３の内部構成につ
いては図２等を用いて詳細に後述する。
【００１８】
　蓄光板４は、自然光や発光体１１から発せられた光が照射されてその光エネルギーを吸
収し、吸収した光エネルギーを可視光に変換し、光エネルギーの供給が停止した後も一定
時間光を放出することにより発光し続ける蓄光性材料を含む平板状の部材である。
【００１９】
　この蓄光板４は、例えば蓄光材料から成る蓄光層と、蓄光層の上層に形成される透明保
護層の２層構成で形成される。蓄光層はアルミン酸ストロンチウムを母結晶とし、これに
ケイ素、リン、カルシウム、セリウム、ユーロピウム、ディスプロシウム等を添加した材
料等によって形成される。一方、透明保護層は、蓄光層の損傷や劣化を防止し、蓄光層か
らの発光を拡散させて輝度を向上させるべく、透過性の良い透明塗料や透明な紫外線不透
過樹脂等によって形成される。
【００２０】
　上面カバー５は、蓄光板４の上面に覆設され、蓄光板４を保護するカバー部材である。
この上面カバー５は合わせガラス等で形成される。ここでいう合わせガラスとは、複数の
板ガラスの間に紫外線不透過性の樹脂等の中間膜を挟んで接着した例えば厚さ６ｍｍの合
わせガラスである。
【００２１】
　制御用筐体６は、筐体３の下方に隣設される直方体状の筐体である。この制御用筐体６
の内部には、太陽電池２の起電力を充電する鉛蓄電池、アルカリ蓄電池等の蓄電装置、蓄
電装置による充放電及び発光体１１の点灯を制御する制御回路（いずれも不図示）が収納
される。
【００２２】
　以上に示す構成により、本実施形態に係る照明装置１では、蓄光板４が、自然光や太陽
電池２の起電力に基づいて夜間等に点灯するよう制御された発光体１１の光を蓄光し、蓄
光された光を放出することによって発光を行う。なお、図１及び後述する図２～図５にお
いては、各構成要素を接続する配線について図示を省略している。
【００２３】
　［照明装置の内部構成］
　図２は、本実施形態に係る照明装置の断面図の一例を示す図である。図２では、図１の
断面ＡＡ’における筐体３の断面を下方から見た図を示している。
【００２４】
　図２に示すように、筐体３の内部には、発光体１１、反射板１２、遮光板１３、反射板
固定部２１が設けられている。
【００２５】
　発光体１１は、筐体３の内部側面（ここでは左側面）に配設され、筐体３の内部に向か
って光を照射する装置である。この発光体１１は、図１に示す制御用筐体６に収納された
蓄電装置から放電される電力に基づいて点発光する装置、例えば紫外光を照射する紫外線
ＬＥＤである。なお、前述の図１では、３個の発光体１１を鉛直方向に並べて配置した形
態を示しているが、中央の１個のみ設けても良いし、４個以上設けても良い。また、発光
体１１として紫外線ＬＥＤを使用する場合、蓄光板４が吸収する光エネルギーが大きくな
るため、蓄光板４における蓄光を効率的に実施することができる。
【００２６】
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　反射板１２は、筐体３の内部背面左端から内部正面右端に向かって斜めに配設され、発
光体１１から発せられた光を蓄光板４の裏面に照射させるための反射板である。この反射
板１２は、例えば片面（ここでは蓄光板４側の面）が鏡面仕上げされたステンレスやアル
ミニウム等で形成される。この反射板１２は、発光体１１から遠ざかるに従って蓄光板４
との距離が近くなるよう構成されている。そのため、蓄光板４の各位置に到達する光の光
路長の差を小さくすることができる。
【００２７】
　遮光板１３は、筐体３の内部において発光体１１と蓄光板４の左側端４ａとの間に配設
され、発光体１１から発せられた光を遮光するための部材である。この遮光板１３が設け
られる理由は、発光体１１から発せられた光が蓄光板４の左側端側に直接照射されて、蓄
光板４の左右で蓄光量のバラつきが発生するのを防ぐためである。この遮光板１３は、反
射板１２と同様に、例えば鏡面仕上げされたステンレスやアルミニウム等で形成され、遮
光機能とともに反射機能を有する。
【００２８】
　反射板固定部２１は、筐体３の内部において反射板１２の両側端に配設され、反射板１
２を固定するための部材である。この反射板固定部２１には、例えばステンレス等のネジ
によって固定される。また、反射板固定部２１に対するネジの締め付け量により反射板１
２の角度を調整することができる。
【００２９】
　以上に示すように、本実施形態に係る筐体３の内部には、発光体１１と、発光体１１か
ら発せられた光を蓄光板４の裏面に照射させるための反射板１２と、発光体１１と蓄光板
４の側端４ａとの間に配設され、発光体１１から発せられた光を遮光するための遮光板１
３とが配設される。このように、反射板１２と遮光板１３とを配設する簡易な構成により
、発光体１１から照射される光を、効率良く且つ蓄光板４の全面でバラつきが発生しない
よう均一に照射させることができる。
【００３０】
　また、発光体１１が紫外線ＬＥＤである場合には、上面カバー５を紫外線不透過性の中
間膜を挟んだ合わせガラスとすることにより、紫外線が照明装置１の外部に照射されるこ
とを防ぐことができる。
【００３１】
　なお、図１や図２に示す反射板１２は平板状に形成されているが、このような形状に限
定されるものではない。例えば、この反射板１２を、発光体１１から遠ざかるに従って蓄
光板４との距離が指数関数的に近くなる形状、すなわち反射板１２の右端側に向かうほど
指数関数的な変化特性を有する屈曲形状に調整しても良い。これにより、反射板１１に入
射した光が、蓄光板４の全面に均一な強度で導かれるように調整することができる。
【００３２】
　また、図２に示す遮光板１３は平板状に形成されているが、このような形状に限定され
るものではない。例えば発光体１１を囲うような円弧状の形状又は円弧状の形状を円の中
心を軸に所定角度（例えば１８０度）回転させた形状に構成しても良い。さらに、遮光板
１３の傾きや配置する高さを調整することにより、蓄光板４の左右間で蓄光量のバラつき
が発生しないようにすることが望ましい。例えば遮光板１３の傾きについては、反射板１
２の反射状況による蓄光板４の明るさの位置の移動状況により調整し、遮光板１３の配置
する高さについては、遮光による影の状況に応じて遮光板１３をカットすることによって
適宜調整する。
【００３３】
　［第１変形例］
　図３は、本実施形態に係る照明装置の第１変形例を示す図である。図３では、図１の断
面ＡＡ’における筐体３の断面を下方から見た図を示している。
【００３４】
　図３に示す第１変形例では、図２に示す場合と異なり、筐体３の正面及び背面の両方に
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蓄光板４、上面カバー５が設けられ、筐体３の内部の左右両側面に発光体１１が配設され
ている。また、第１変形例に係る反射板２２は、図２に示す反射板１２と異なり、両面が
鏡面仕上げされる。
【００３５】
　以上に示すように、第１変形例に係る筐体３の内部には、２組の発光体１１と、発光体
１１から発せられた光を蓄光板４の裏面に照射させるための反射板２２と、発光体１１と
蓄光板４の側端４ａとの間に配設され、発光体１１から発せられた光を遮光するための２
組の遮光板１３とが配設される。このように、反射板２２と遮光板１３とを配設する簡易
な構成により、発光体１１から照射される光を、効率良く且つ蓄光板４の全面でバラつき
が発生しないよう均一に照射させることができる。
【００３６】
　なお、図３に示す反射板２２は一枚の平板によって構成されているが、このような構成
に限定されるものではない。例えば二枚の反射板を配設し、各々の反射板を、発光体１１
から遠ざかるに従って蓄光板４との距離が指数関数的に近くなる形状に調整しても良い。
これにより、反射板１１に入射した光が、二枚の蓄光板４の全面に均一な強度で導かれる
ように調整することができる。
【００３７】
　［第２変形例］
　図４は、本実施形態に係る照明装置の第２変形例を示す図である。図４では、図１の断
面ＡＡ’における筐体３の断面を下方から見た図を示している。
【００３８】
　図４に示す第２変形例では、図２に示す場合と異なり、筐体３の内部の左右両側面に発
光体１１が配設されている。また、第２変形例に係る反射板２３は、図２に示す反射板１
２と異なり、中央に向かうほど蓄光板４との距離が近くなる凸形状に構成される。
【００３９】
　以上に示すように、第２変形例に係る筐体３の内部には、１対の発光体１１と、発光体
１１から発せられた光を蓄光板４の裏面に照射させるための反射板２３と、発光体１１と
蓄光板４の側端４ａとの間に配設され、発光体１１から発せられた光を遮光するための１
対の遮光板１３とが配設される。このように、反射板２３と遮光板１３とを配設する簡易
な構成により、発光体１１から照射される光を、効率良く且つ蓄光板４の全面でバラつき
が発生しないよう均一に照射させることができる。
【００４０】
　なお、図４に示す反射板２３は三角形状に形成されているが、このような形状に限定さ
れるものではない。例えば、この反射板２３を、両端の発光体１１から遠ざかって筐体３
の中央に向かうに従って蓄光板４との距離が指数関数的に近くなる形状に調整しても良い
。これにより、反射板２３に入射した光が、蓄光板４の全面に均一な強度で導かれるよう
に調整することができる。
【００４１】
　［照明装置の他の一例］
　図５は、本実施形態に係る照明装置の他の一例を示す図である。
【００４２】
　図５（ａ）及び図５（ｂ）に示す照明装置５１は、駐車場等に設置される車輪止め５０
に組み込まれるものである。図５（ｂ）は、図５（ａ）の断面ＢＢ’における車輪止め５
０の断面を側方から見た図を示している。
【００４３】
　車輪止め５０は、基本的にコンクリート、樹脂等の一定強度を確保できる材料によって
形成されるが、図５（ｂ）に示すように各種構成要素を内部に配設するための中空空間が
形成される。
【００４４】
　図５（ａ）及び図５（ｂ）に示すように、照明装置５１は、太陽電池５２、天面カバー
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５３、蓄光板５４、上面カバー５５、制御部５６、蓄電部５７、発光体５８、反射板５９
及び遮光板６０を有する構成である。
【００４５】
　太陽電池５２は、光起電力効果を利用し、自然光（太陽光）を受光して光電変換により
直接電力に変換する電力機器である。この太陽電池５２は、約５度～１０度傾斜させた車
輪止め５０の天面に配設される。天面を傾斜させているのは、雨天時に太陽電池５２に覆
設される天面カバー５３の上面に付着した水滴が天面カバー５３の上面からこぼれ落ちず
に太陽電池５２の起電効率が低下するのを抑制するためである。この太陽電池５２の起電
力は蓄電部５７に蓄えられる。
【００４６】
　天面カバー５３は、太陽電池５２の上面に覆設され、太陽電池５２を保護するカバー部
材である。この上面カバー５は合わせガラス等の強化ガラスで形成される。
【００４７】
　蓄光板５４は、自然光や発光体５８から発せられた光が照射されてその光エネルギーを
吸収し、吸収した光エネルギーを可視光に変換し、光エネルギーの供給が停止した後も一
定時間光を放出することにより発光し続ける蓄光性材料を含む平板状の部材である。蓄光
板５４の詳細については、図１の蓄光板４と同様であるためここでは説明を省略する。
【００４８】
　上面カバー５５は、蓄光板５４の上面に覆設され、蓄光板５４を保護するカバー部材で
ある。この上面カバー５５は合わせガラス等で形成される。ここでいう合わせガラスとは
、複数の板ガラスの間に紫外線不透過性の樹脂等の中間膜を挟んで接着した例えば厚さ６
ｍｍの合わせガラスである。
【００４９】
　制御部５６は、車輪止め５０の背面側の内部空間に形成され、プログラム可能なＩＣ等
の電子素子を搭載し、蓄電部５７に収納される蓄電装置（不図示）の充放電や発光体５８
の点灯制御を行う制御回路が収納される。
【００５０】
　蓄電部５７は、車輪止め５０の背面側の内部空間に形成され、太陽電池５２の起電力を
充電する蓄電装置、例えばキャパシタやバッテリーが収納される。また、蓄電部５７に収
納された蓄電装置は、制御部５６に収納された制御回路を介して電力を発光体５８に供給
する。
【００５１】
　発光体５８は、車輪止め５０に形成された内部空間７０の背面側上端部に配設され、内
部空間７０に向かって光を照射する装置である。この発光体５８は、蓄電部５７に収納さ
れた蓄電装置から放電される電力に基づいて点発光する装置、例えば紫外光を照射する紫
外線ＬＥＤである。この発光体５８は、必要に応じて２個以上配設しても良い。なお、発
光体５８として紫外線ＬＥＤを使用する場合、蓄光板５４が吸収する光エネルギーが大き
くなるため、蓄光板５４における蓄光を効率的に実施することができる。
【００５２】
　反射板５９は、内部空間７０の背面側上端部から正面側下端部に沿って配設され、発光
体５８から発せられた光を蓄光板５４の裏面に照射させるための反射板である。この反射
板５９は、例えば蓄光板５４側の面が鏡面仕上げされたステンレスやアルミニウム等で形
成される。なお、この反射板５９の形状を、図２に示す反射板１２と同様に、発光体１１
から遠ざかるに従って蓄光板４との距離が指数関数的に近くなる屈曲形状に調整しても良
い。
【００５３】
　遮光板６０は、内部空間７０において発光体５８と蓄光板５４の側端５４ａとの間に配
設され、発光体５８から発せられた光を遮光するための部材である。この遮光板６０が設
けられる理由は、発光体５８から発せられた光が蓄光板５４の側端側（図５（ｂ）では左
上端側）に直接照射されて、蓄光板５４の面方向で蓄光量のバラつきが発生するのを防ぐ
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ためである。この遮光板６０は、反射板５９と同様に、例えば鏡面仕上げされたステンレ
スやアルミニウム等で形成され、遮光機能とともに反射機能を有する。
【００５４】
　以上に示す構成により、他の例に係る照明装置５１が組み込まれた車輪止め５０では、
蓄光板５４が、自然光や太陽電池５２の起電力に基づいて夜間等に点灯するよう制御され
た発光体５８の光を蓄光し、蓄光された光を放出することによって発光を行う。
【００５５】
　以上に示すように、本実施形態に係る照明装置５１は、発光体５８と、発光体５８から
発せられた光を蓄光板５４の裏面に照射させるための反射板５９と、発光体５８と蓄光板
５４の側端５４ａとの間に配設され、発光体５８から発せられた光を遮光するための遮光
板６０とが配設される。このように、反射板５９と遮光板６０とを配設する簡易な構成に
より、発光体５８から照射される光を、効率良く且つ蓄光板５４の全面でバラつきが発生
しないよう均一に照射させることができる。
【００５６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一つを
示したものであり、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨では
ない。本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能である。
【符号の説明】
【００５７】
１　照明装置
３　筐体
４　蓄光材
４ａ　蓄光材の側端
１１　発光体
１２　反射板
１３　遮光板
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